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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

東亜国内航空株式会社所属日本航空機製造式ＹＳ－１１型ＪＡ８６６５は、昭和５２年 

８月９日同社の定期０２１便として千歳飛行場を離陸し、女満別空港の滑走路３６に１１ 

時０８分ごろ着陸したが、その際胴体着陸となった。

機体は中破したが火災は発生しなかった。同機には乗組員４名と乗客６６名（内幼児 

２名）がとう乗していたが死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５２年８月９日～１１日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見の聴取

昭和５２年１０月２０日　意見聴収



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

事故当日、ＪＡ８６６５に東亜国内航空株式会社の定期０２１便として千歳飛行場、女満 

別空港間に就航した。

当該機は事故当日前夜千歳飛行場において整備士により到着時点検及び中間点検を、 

また事故当日０８時３０分ごろから１０時１０分まで出発前点検の各整備点検が行われ 

異常は認められなかった。

事故当日、千歳飛行場で機長が出発前に入手した０９時００分の気象情報によれば、 

女満別空港は雲底が最低気象条件以下であったが、視程は悪くなく、機長は現地の状況 

により着陸不能の場合は目的地を変更する計画で飛行することとした。

当該機は、高度１１，０００フイートで航空路白５、帯広ＮＤＢ、航空路白４を経由し、女 

満別空港に至る計器飛行計画を札幌航空交通管制部に通報し承認されたので、機長が左 

席、副操縦士が右席に着席し１０時１８分に離陸した。

同機は飛行計画どおり飛行し、イーストトカチ（位置通報点）を１０時４４分に高度 

１１，０００フィートで通過した。

１０時４６分２０秒、同機は女満別ラジオと交信し、同ラジオを通じて札幌航空交通 

管制部に女満別空港に対する進入許可を求め、１０時４８分２６秒に許可された。

その後同機は１０時５２分ごろ高度１１，０００フィートから離脱し徐々に高度７，０００フィ

ートまで降下したが、その間１０時５２分５０秒からディセンドチェックを行い完了し 

た。

１１時００分ごろ女満別ＮＤＢ上空に達し、その後はＡＤＦ進入方式に従って磁方位 

２０度方向に変針し降下を続けた。１１時００分３３秒からアプローチチエックを開始 

し完了した。１１時０３分ごろ高度約２，３００フィートで方式旋回を終え、機首方位を磁 

方位１８０度方向に維持し女満別ＮＤＢへ向け降下を続けた。その間に１１時０４分ごろ 

から着陸前チエックを行った。

このチエック項目中、フラップ全開とギヤレバーダウン及び脚位置指示灯の２項目に 

ついては、雲が低く進入限界高度に達する以前であったので保留された。

高度８００フイートで進人を継続し、滑走路末端から約１マイル付近に達した際、滑走 

路を視認したので、同機は右旋回し、ダウンウインドレグに人り周回経路に入った。

同機の操縦は千歳飛行場の離陸及び日高山脈を通過したころから、ダウンウインドま



で副操縦士が行っていた。

機長はターニングベース付近で副操縦士から操縦を引継ぎ操縦桿を握った。

この付近では雲が低く滑走路視認が非常に困難な状態であったが、同機は計器速度約 

１３０ノット、バンク角３０度で円弧を画きながら、やや高めで最終進入経路に入った。

機長は同機が滑走路３６に正対した時点でフラップを全開にした後、副操縦士に操縦 

業務を行わせた。

その後エンジン出力を絞りつつ降下していったが、接地約３０秒前に脚警報音が鳴り 

約１秒間で消えた。

同機は接地約１３秒前ごろ、若干出力を増し滑走路３６末端から約２６５メートル付近 

に左側プロペラより接地し、次いでインナーフラップ、主脚ドア等が接地し、約５２０メ 

ートルを滑走路中心線沿いに滑走して停止した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗員

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０

軽傷　０　 ０　０

なし　４　６６

２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和１５年２月１３日生

定期運送用操縦士技能証明書　第１４７７号

昭和４６年６月３０日取得

限定事項　陸上多発日航製式ＹＳ‐１１型



航空級無線通信士　第ＨＮＥ２７号　昭和３８年１２月１１日取得

第１種航空身体検査証明書　第１１４０１８５８号

有効期間　昭和５２年５月２８日から昭和５２年１１月２７日まで

機長発令　昭和４６年９月１日

総飛行時間　６，１０９時間３７分

同型式飛行時間　５，８４６時間２５分

最近３０日間飛行時間　４２時間４２分

副操縦士　昭和１９年１月１２日生

事業用操縦士技能証明書　第４０７２号

昭和４６年１２月２４日取得

限定事項　陸上多発日航製式ＹＳ－１１型

計器飛行証明　第２３６３号　昭和４７年９月２日取得

航空級無線通信士　第ＢＵＥ－９号　昭和４５年１１月２日取得

第１種航空身体検査証明書　第１１３５１７５７号

有効期間　昭和５２年２月２５日から昭和５３年２月２４日まで

総飛行時間　２，４１０時間４５分

同型式飛行時間　２，１３７時間３０分

最近３０日間飛行時間　６４時間５１分

２．６　航空機に関する情報

型式　日本航空機製造式ＹＳ－１１型

製造番号　第２０２６号

製造年月日　昭和４１年８月８日

耐空証明書番号　第東４７－２５５号

有効期間　昭和４７年９月６日から

整備規程（東亜国内航空株式会社）の適用を受けている期間

総使用時間　２３，６４１時間３３分

Ｄ　整備後使用時間　５，８２２時間５９分

Ｃ　〃　４９６時間２６分

Ｂ　〃　６時間１０分



２．７　気象に関する情報

網走地方気象台女満別空港出張所による事故当日の気象観測値は次のとおりである。

０９時００分：風向３６０度風速０８ノット、視程３，０００メートル雨、雲量４／８層雲雲

高５００フイート、雲量６／８層雲雲高６００フイート、雲量８／８層雲雲高

８００フイート、気温１６℃／露点１６℃、高度計規正値２９．３３

記事もや

１１時００分：風向３５０度風速１０ノット風向変動３３０度／０３０度、視程５，０００メー

トル雨、雲量２／８層雲雲高４００フイート、雲量４／８層雲雲高５００フイ

ート、雲量８／８層雲雲高７００フイート、気温１６℃、高度計規正値

２９．３１

１１時０８分：風向３５０度風速１０ノット、視程５，０００メートル雨、雲量２／８層雲雲

高４００フイート、雲量４／８層雲雲高５００フイート、雲量８／８層雲雲高

７００フイート、気温１６℃／露点１６℃、高度計規正値２９．３１

２．８　通信に関する情報

別添１，２参照

２．９　航空機の損壊に関する情報

（１）　ノーズギヤ及び両メインギヤ格納ドアは閉の状態で擦過破損。

（２）　胴体前方下面外板－擦過及び軽度の歪み変形。

（３）　主翼インナーフラップ最内端が擦過、上方に曲り。

（４）　ＡＴＣトランスポンダーアンテナ、ＡＤＦループアンテナカバー及びＡＤＦセンス 

アンテナ－擦過破損。

（５）　左右プロペラ全ブレード先端が内側に湾曲。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長及び副操縦士は適法な資格を有しており、身体状態から事故原因に直接関 

連があると認められる不具合な事項は発見されなかった。



３．１．２　ＪＡ８６６５は適正な耐空証明を有し、定時及び日常点検は規定どおり実施され 

ており、事故発生前に不具合はなかったものと推定される。

３．１．３　事故後の調査結果、ノーズギヤ及び両メインギヤはＵＰ　Ｌｏｃｋの状態になって 

おり、各ギヤ格納ドアは破損の状況からも閉の状態で滑走路に擦過したものと認めら 

れる。

３．１．４　 脚機構を調査した結果、Ｕｐ　Ｌｏｃｋ及びＤｏｗｎ　Ｌｏｃｋの正常な作動が確認され、 

また脚位置指示灯も正常に点灯し、油圧系統及び電気系統に異常は認められなかった。

３．１．５　スロットルレバーの脚警報システムの作動状況を調査した結果、規定位置で警 

報音が鳴り、ギヤレバーについている警報灯も点灯した。

また、ブザーカットスイッチを押すと警報音は止まり、レバーの警報灯は点灯した 

ままであり異常は認められなかった。

３．１．６　チエックリスト（デイセンド、アプローチ及びビフォアランデイング）の点検 

は方式に従って実施されたが、フラップ下げ（３５度）及びギヤレバーダウンの２項 

目については、雲が低く進入限界高度に達する以前であったので保留された。

３．１．７　事故当日、機長は女満別空港の着陸に際し、副操縦士に対し、操縦感覚の習得 

のため、操縦桿を握らせ指導訓練を実施した。

当該機の操縦は、ターニングベース付近から機長が行ったが、機長は同機が滑走路 

３６に正対した時点でフラップを全開にした後、出力調整及び操縦を副操縦士に行わ 

せたものと推定される。

なお機長は手を添えていたと口述している。

３．１．８　進入経路上は当時雨で雲が低く、ターニングベース付近から最終進入経路にか 

けても雲が低くたれこめていたため、滑走路の視認が非常に困難な状態であったもの 

と推定される。

このため、機長及び副操縦士の注意が滑走路の視認と最終進入のための操縦に集中 

し、かつ機長は脚が出ているものと思いこみ、副操縦士に対する指導に、また副操縦 

士は操縦感覚の習得に注意が集中しすぎて、確認の呼称等に適確を欠き、通常ターニ 

ングベース付近で実施される脚出しの操作を失念し、またフラップセット後のコール 

アウトによるギヤレバーの最終確認も失念したものと推定される

３．１．９　最終進入経路上で出力を絞りつつ降下した際、脚警報装置が作動し警報音が音 

声記録装置に記録され、約１秒後消えているが、警報装置に異常が認められなかった 

ことから、乗組員いずれかがブザーカットスイッチを操作したものと推定される。



３．１．１０　事故後の調査でギヤレバーがダウンの位置にあったが、機材の破損状況及び機 

能の調査結果、ギヤレバーのダウン位置については、胴体着陸後操作されたものと推

定される。

４　結論

（１）機長及び副操縦士は適法な資格を有し、身体状態から事故原因に直接関連があると 

認められる不具合な事項は発見されなかった。

（２）ＪＡ８６６５は適正な耐空証明を有し、定時及び日常点検は規定どおり実施されてお 

り、事故発生前に不具合はなかったものと推定される。

（３）調査の結果、脚機構の作動及びそれに伴う警報装置の機能に異常はなく、着陸装置 

の各ドアは閉の状態で滑走路に擦過したものと認められる。

（４）各チエックリストの確認は方式に従って実施されたが、着陸前のチエックリストに 

おいてギヤレバー及びフラップの操作については保留された。

（５）機長は着陸に当って副操縦士に対し、指導訓練を実施した。

（６）着陸時において、滑走路の視認及び最終進入のための操縦に注意が集中し、確認の 

呼称等に適確を欠き、脚出しの操作とその確認を失念したものと推定される。

なお、これは着陸時の気象状態が悪かったこと及び副操縦土の訓練が実施されてい 

たことが関与しているものと推定される。

（７）脚警報音の停止は乗組員のいずれかによりブザーカットスイッチが操作されたもの 

と推定される。

（８）ギヤレバーのダウン位置については、胴体着陸後操作されたものと推定される。

原因

本事故は着陸に際し、機長及び副操縦士が脚出しの操作及びその確認を失念したこと 

によるものと推定される。
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